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 標記について、今般、別紙のとおり「障害福祉分野における相談支援体制等強

化事業実施要綱」を定め、令和６年 12 月 17 日から適用することとしたので通知

する。 
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障害福祉分野における相談支援体制等強化事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

各都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支

援管理責任者等を緊急的に確保することにより、障害児者やその家族等に対

する相談支援及びサービス提供体制の整備を強化することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、都道府県とする。 

 

３ 事業内容 

（１）相談支援従事者研修事業 

   平成１８年４月２１日障発第０４２１００１号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づ

き実施する研修事業。 

 

（２）相談支援従事者主任研修事業 

   平成３１年３月２８日障発０３２８第１号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知「相談支援従事者主任研修事業の実施について」に基づ

き実施する研修事業。 

 

（３）サービス管理責任者等研修事業 

平成１８年８月３０日障発第０８３０００４号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知「サービス管理責任者研修事業の実施について」に

基づき実施する研修事業。 

 

（４）その他 

本事業の目的を達成するために必要と認められる効果的な取組。 

【取組の例】 

・ 各養成受講を希望する者などを把握するためのニーズ調査 

・ 各養成研修等を広く周知するための広報活動 

・ 相談支援員向けの相談支援の基礎講座 

・ （演習）講師を確保するための研修会の実施 

 

別紙 
 



 

４ 実施上の留意事項 

（１） 相談支援従事者研修は、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚

生労働大臣が定めるもの（平成２４年厚生労働省告示第２２６号）、指

定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平

成２４年厚生労働省告示第２２７号）又は指定障害児相談支援の提供に

当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成２４年厚生労働省告示

第２２５号）に規定する相談支援従事者初任者研修及び相談支援従事者

現任研修等であること。 

 なお、相談支援従事者初任者研修は、児童福祉法施行規則（昭和２３

年厚生省令第１１号）第１８条の９に規定する厚生労働大臣が定める研

修であること。 

 

（２） 相談支援従事者主任研修は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の

算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ（１）の

規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成３０年厚生労働省告示第１

１５号）別表又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用

の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ

（１）の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成３０年厚生労働省

告示第１１６号）別表に定める内容以上の研修等であること。 

 

（３） サービス管理責任者研修は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの提供に係るサ

ービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成１８年厚

生労働省告示第５５４号）に規定するサービス管理責任者基礎研修、サ

ービス管理責任者実践研修及びサービス管理責任者更新研修等である

こと。 

 

（４） 児童発達支援管理責任者研修は、障害児通所支援又は障害児入所支援

の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの（平成２４

年３月３０日厚生労働省告示第２３０号）に規定する児童発達支援管理

責任者基礎研修、児童発達支援管理責任者実践研修及び児童発達支援管

理責任者更新研修等であること。 

 

（５） ３事業内容（１）～（３）の委託等に際しても、各都道府県が適切に

研修が行われていることを確認すること。 



 

（６） 第７期障害福祉計画に記載している相談支援専門員研修及びサービ

ス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修修了者数の見込み人材数を

踏まえるとともに、受講希望者のニーズに応えられるよう、研修規模の

拡大及び回数の増加などによる研修体制の拡充に努めること。 

 

５ 経費の負担 

国は、本事業の対象経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の

範囲内で補助するものとする。 


